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       【2 月末現在 会員数２２３名】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  由 ブロック 商   号 代表者 所 在 地 

期間満了に 

よる再入会 
飯 能 

柏屋商事 株式会社 

（１）２４１２１ 
吉田 宏之 

飯能市芦苅場 358-5 

ＴＥＬ 042-973-2351 

ＦＡＸ 042-973-9235 

廃業 狭 山 
有限会社 カネコ 

（１）２３５６４ 
金子 靜二 

狭山市広瀬東 3-3-38 

ＴＥＬ 04-2953-8666 

ＦＡＸ 04-2953-8667 

新規入会 飯 能 
有限会社 根本ビル 

（１）２４１１６ 
根本 榮一 

日高市高萩 685-8 

ＴＥＬ 042-989-1717 

ＦＡＸ 042-989-0868 

■支部予定 4月 

  ６日（月）監査会 

  ９日（木）第 1回理事会  

 

 

■本部予定 4月 

 １８日（木）（政）総務財務委員会 

（保）総務財務・苦情解決委員会 

 ２０日（月）監査会  

２７日（月）理事会・（保）幹事会 

 

■第 3 回理事会開催報告 
 

1 月１0 日(金)第 3 回理事会を飯能市のヘリテイジ飯能 sta.で開催いたしました。 

 

 報告事項 本部・支部各委員会等各担当者より報告 

 審議事項 １．令和 2 年度事業計画(案)及び予算(案)について 

      ２．令和 2 年度定時総会議案書(案)作成について 

      ３．令和 2 年度定時総会役割分担及び議事進行について 

       ・1～3 すべて承認されました                       

         

 

 

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

彩 西 支 部    支部長 奥冨  浩 

総務財務・広報委員会 委員長 三浦 夏枝 
2020 年 3 月号 

■入退会者等会員報告（1・2月）           

 

 

 

 

彩西支部お知らせ 
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 ■彩西支部 令和 2 年度 定時総会 開催報告 

 ２月 13 日（木）ホテル・ヘリテイジ飯能 sta.に於いて支部定時総会が開催されました。 

 （会員数２２3 名 出席 42 名・委任状１40 名 合計１８2 名） 

 審議事項 第 1 号議案 令和 2 年度事業計画（案）承認に関する件 

      第 2 号議案 令和 2 年度収支予算（案）承認に関する件 

      第 3 号議案 支部理事・監事（案）承認に関する件 

                すべての議案が承認されました事をご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■定時総会後に交流会開催 

 定時総会後には交流会を開催し、来賓として(公社)埼玉県宅建協会 内山俊夫会長・ 

埼玉県宅建政治連盟 三輪昭彦会長・大久保勝飯能市長・谷ケ﨑照雄日高市長・内沼博史県議・

小谷野五雄県議・山口徳行埼玉西部支部長・木内光一県南支部長・藤永博所沢支部長をお迎え

して、会員との意見交換をさせていただきました。 
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 ◆交流会の模様◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■会長も楽しそうです 

■地元「飯能」のフラダンスチーム『モミラニ』 

■ビンゴゲームで賞品ゲット📺 

■ダンスチーム『ドリームワンダーランド』の皆さんです 
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■令和 2 年度 行政地区による無料相談日 

行 政 区 狭山市 入間市 飯能市 日高市 

名   称 
建 築 

不動産相談 

宅地建物取引士に

よる土地建物相談 
市民よろず相談 不動産相談 

会   場 
狭山市役所 

1F 市民相談室 

入間市役所 

1F 市民相談室 

総合福祉ｾﾝﾀｰ 

3F 大会議室 

生涯学習ｾﾝﾀｰ 

2F 研修室 

お問合わせ 

狭山市 

市民相談室 

☎04-2953-1111 

入間市 

市民相談室 

☎04-2964-1111 

飯能市 

社会福祉協議会 

☎042-973-0022 

日高市 

市民活動･人権推進 

☎042-989-2111 

時   間 13：00～16：00 10：00～15：00 10：00～15：00 13:30～16:00 

相 
 
 

談 
 
 

日 

R2 年 

4 月 １４日 （火）  １日 （水） １５日 （水） １７日 （金） 

5 月 １２日 （火） １３日 （水） ２０日 （水）   

6 月  ９日 （火）  ３日 （水） １７日 （水） １９日 （金） 

7 月 １４日 （火）  １日 （水） １５日 （水）   

8 月 １１日 （火）  ５日 （水） １９日 （水） ２１日 （金） 

9 月  ８日 （火）  ２日 （水） １６日 （水）   

10 月 １３日 （火）  ７日 （水） ２１日 （水） １６日 （金） 

11 月 １０日 （火）  ４日 （水） １８日 （水）   

12 月  ８日 （火）  ２日 （水） １６日 （水） １８日 （金） 

R3 年 

1 月 １２日 （火）  ６日 （水） ２０日 （水）   

2 月  ９日 （火）  ３日 （水） １７日 （水） １９日 （金） 

3 月  ９日 （火）  ３日 （水） １７日 （水）   

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 本部 

不 動 産 無 料 相 談 所 

開催日時 ： 毎週 月・水・金曜日 

           午前 10：00～12：00 午後 1：00～3：00 

※協会本部休日は開催されません 

開催場所 ： (公社)埼玉県宅地建物取引業協会 2 階 

           さいたま市浦和区東高砂町 6 番 15 号 

           ０４８－８１１－１８１８ 

    相談方法 ： 来所または電話にて（※予約は承っておりません） 
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◆支部事務局より◆ 

令和 2 年 4 月 25 日(土)～５月 6 日(水)まで、ＧＷ休暇を取らせていただきます。 

５月 7 日(木)午前 10 時より、平常業務となります。 

ご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。 

◆変更等の届出をお忘れではありませんか？◆ 

免許申請書に記載した事項について、変更(商号・所在地移転・代表者の交替・電話番号等)

があった場合、変更が生じた日から 30 日以内に埼玉県庁(大臣免許支店の場合は本店所在地

の都道府県庁)へ変更届を提出しなければなりません。また、併せて宅建協会にも変更届等の

書類のご提出が必要になります。変更届等の届出がまだお済でない方は、 

至急お手続きくださいますようお願い申し上げます。 

 
■エコキャップ分別回収活動 

情報・政策・業務支援委員会では公益事業の一環として、エコキャップ分別回収活動を青年部

と共に活動しております。目的として自然環境保全及び地域環境美化となっておりますが、 

集まったペットボトルキャップはリサイクル業者に納品をしております。 

－令和 1 年度の実績－         

総重量 約４4 ㎏ （約１８，7３８個） 

 

 引き続き『エコキャップ分別回収活動』を行っていますので、お手数ではございますが 

支部事務局へお持ちいただけますよう、ご協力をお願いします。 

情報・政策・業務支援委員会・青年部より 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


